
広域連携

資料６



地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調
整、計画作成を行うための制度。

（注）法人の設立については、特別地方公共団体の新設に係るものであり、総務大臣又は都道府県知事の許可を要するものとされている。

広域連携の仕組みと運用について

共同処理制度 制度の概要 運用状況（H22.7.1現在）

機関等の共
同設

協議会

機関等の共同設置

事務の委託
地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他
の地方公共団体に委ねる制度。

地方公共団体の委員会、委員又は執行機関の附属
機関等を、複数の地方公共団体が共同で設置する
制度。

○設置件数：２１６件
○主な事務：小中学校の運営など教育関係７９件（３６．
６％）、広域行政計画等の策定等地域開発計画７２
件（３３．３％）、環境衛生１９件（８．８％）

○委託件数：５，２６４件
○主な事務：公平委員会１,１１１件（２１.１％)、住民票等

の交付１，０８９件(２０.７％)、競艇８５３件(１６.２％)

○設置件数：３９５件
○主な事務：介護保険認定審査１３２件（３３.４％）、公平
委員会１１２件（２８.４％）、障害区分認定審査１０２件
（２５.８％）
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地方公共団体が、その事務の一部を共同して処
理するために設ける特別地方公共団体。

全部事務組合：町村が、その事務の全てを共同して処理
するために設ける特別地方公共団体。
役場事務組合：町村が、執行機関に係る事務の全てを共
同して処理するために設ける特別地方公共団体。

地方公共団体が、地域開発の根幹となる建設事業を総合的かつ
一体的に実施するために設ける特別地方公共団体。共同処理す
る事務は、公共施設の建設事業や関連する用地の取得・造成等
に限定されている。

○設置件数：１，５７２件
○主な事務：ごみ処理３９９件（２５．４％）、し尿処理３５５件（２２．
６％）、消防２８４件（１８．１％）、救急２８２件（１７．９％）、火葬場２
２３件（１４．２％）

○昭和３５年以降
活用例なし

○設置件数：１件

全部事務組合
役場事務組合

地方開発事業団

一部事務組合

広域連合

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当
であると認められる事務を処理するために設ける特
別地方公共団体。国又は都道府県から直接に権限
や事務の移譲を受けることができる。

○設置件数：１１５件
○主な事務：後期高齢者医療４８件（４１．７％）、介護保険４
７件（４０．９％）、障害者福祉３２件（２７．８％）、広域行政計
画等の策定２２件（１９．１％）

１（出所）総務省ホームページ



別法人の設立を要する一部事務組合及び広域連合設置件数の推移
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一部事務組合

広域連合

２（出所）総務省ホームページ



広域行政計画等 65 (110) 123 (158) 22 ( 30) 210 (298)

農業用水 9 ( 11) 75 ( 73) 30 ( 33) 114 (117)

林道・林野 1 ( 2) 6 ( 6) 91 ( 93) 3 ( 3) 101 (104)

病院・診療所 2 ( 3) 1 ( 1) 16 ( 48)                      119 (135)                3 ( 4) 141 (191)

児童福祉 51 ( 46) 27 ( 27) 3 ( 1) 81 ( 74)

老人福祉 1 ( 1) 13 ( 18) 109 (127) 12 ( 13) 135 (159)

障害者福祉 5 ( 4) 106 (108) 50 ( 51)                        84 ( 80) 32 ( 28) 277 (271)

介護保険 1 ( 2) 132 (142) 56 ( 42) 146 (123) 47 ( 47) 382 (356)

後期高齢者医療 48 ( 49) 48 (49)

上水道 5 ( 5) 22 ( 39)                       102 (106)               1 ( 1) 130 (151)

下水道 6 ( 7) 209 (196) 32 ( 34) 1 ( 2) 248 (239)

ごみ処理 3 ( 2) 108 (107) 399 (422) 26 ( 25)              536 (556)

し尿処理 77 ( 79) 355 (386) 15 ( 14) 447 (479)

主な事務の種類別共同処理の状況（その１）

※H22.7.1現在(カッコ内H20.7時点）

共同処理の方法

事務の種類
協議会 機関等の

共同設置
事務の委託 一部事務組合 広域連合 計

３（出所）総務省ホームページ



火葬場 3 ( 3) 71 ( 71) 223 (233)               14 ( 14) 311 (321)

小学校 7 ( 8) 72 ( 74) 11 ( 11)                   1 ( 0)                     91 ( 93)

中学校 7 ( 8) 68 ( 65) 28 (31) 1 ( 0) 104 (104)

社会教育 9 ( 28)              ( 1) 12 ( 18) 24 ( 44) 5 ( 4) 50 ( 95)

消防 2 ( 1) 148 (152) 284 (297) 20 ( 19) 454 (469)

救急 1 ( 1) 127 (140)                     282 (295)                20 ( 19) 430 (455)

職員研修 3 ( 5) 61 ( 61) 55 ( 57) 13 ( 15) 132 (138)

退職手当 126 ( 80) 47 ( 48) 173 (128)

公務災害 6 ( 6) 385 (364)                      44 ( 43) 435 (413)

公平委員会 112 (114) 1,111 (1,169) 8 ( 10) 5 ( 4)          1,236 (1,297)

競輪・競馬・競艇 1 ( 1) 853 (838) 29 ( 31)                                                883 (870)

会館・共有財産等の維持・管理 2 ( 2)                                        18 ( 44) 78 ( 87) 5 ( 5) 103 (138)

住民票等の写しの交付 1,089 (936)                                                                                1,089 (936)

主な事務の種類別共同処理の状況（その２）

共同処理の方法

事務の種類
協議会 機関等の

共同設置
事務の委託 一部事務組合 広域連合 計

４（出所）総務省ホームページ

※H22.7.1現在(カッコ内H20.7時点）



高知県中芸広域連合における保健福祉事業について

１ 設置：平成１０年５月２８日（改正平成２０年１２月）
２ 組織：奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村（３町２村）
３ 主な事務：消防・救急、し尿処理、ごみ処理、介護保険関係等

平成２１年度から保健福祉に関する事務を追加
４ 保健福祉事務の内容

母子保健、児童福祉、障害者保健福祉、難病対策、老成人保
健（健康増進）、高齢者福祉、その他（予防接種、感染症予防
等）

５ 執行体制：保健師10人（町村駐在５人、保健福祉課５人）
栄養士2人
事務職2人

中芸５町村の課題

○人口：１１，７２５人（高齢化率３５．６％）

○健康課題が深刻

一人あたり国保医療費：県平均以上（県平均４９６，０００円全国１位）

がん死亡：２町、１村が県内１～３位

がん検診受診率：１０％台

男性平均寿命：県平均以下’（県平均７８歳）

○保健福祉業務の増大

特定健診・保健指導、障害者自立支援、要保護児童への対応など

市町村業務の増大

○保健福祉業務の核となる保健師の状況

２０～３０歳代が６割、産休育休を含め人材確保が困難

保健福祉課長補佐兼
総務・地域総括係長(保１)

健康増進(保1・栄1)母子･障害(保1・栄1)各町村駐在(保5)総務（事務２）

業務推進係長（保１）

中芸地域保健福祉事務を共同で執行するための組織体制

※ 広域連合に派遣された町村職員は各町村の職員を併任

保健福祉課長（保１）

事務局長

連合長

５


